
表決等の種類 

本会議場の新設備（第２期）の運用について 

 

 

１ 大型モニターの設置（議席後方） 

 ・大型スクリーン（執行部席後方）と同じ映像を投影する。 

 ・次の３つの映像を投影する。（①、②はケーブルテレビ、インターネット中継と同じ。） 

  ①議場内の映像（９月定例会と同様）、②説明用資料（従来のパネル資料）、③押しボタ

ン式投票結果 

 

２ 議場内への配布資料、パネル 

（１）配布資料 

   これまでどおり 

（２）パネル 

・廃止とし、これに代わり大型スクリーン及び大型モニターへの投影とする。 

・あらかじめ説明用資料データを議会事務局に提出するものとする。（提出期限は、議場

配布資料の提出期限と同じ。） 

・なお、映像を映す操作は議会事務局職員が行う。 

 

３ 表決方法 

 ・新たに押しボタン式投票による表決を行うことが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・これまでどおり起立表決、簡易表決を基本とする。 

 ・押しボタン式投票は、次の①、②のときなどに行う。（会議規則第 72 条） 

①議長が必要があると認めるとき 

②出席議員２人以上から要求があるとき 

   ※具体的には、賛否が拮抗する場合、特別多数議決など 

 

４ 説明用資料の大型スクリーンへの投影及び押しボタン式投票の操作説明 

（１）日時  11 月 28 日（木）本会議（開会日）散会後 

（２）場所  議場 

 

 議場改修後 従前 

起立表決 ○ ○ 

簡易表決 ○ ○ 

投票表決 

記名投票（白票、青票） ○ ○ 

無記名投票（投票用紙） ○ ○ 

押しボタン式投票（記名） ○  

押しボタン式投票（無記名） ○  

議会資料３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【イメージ図２】 

傍聴者用大型スクリー

ン等投影資料 

※右上に手話窓が配置

される。 

【イメージ図３】 

押しボタン式投票 

受付中の画面 

 

【イメージ図１】 

議場内の映像 

※右上に手話窓が配置

される。 

【イメージ図４】 

押しボタン式投票 

締切後の画面 

 

手話窓 

手話窓 


